
  
 

一

 
 

 

土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

土
地
改
良
法
及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
三
条
第
八
項
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
、
」
及
び
「
及
び
第
十
八
項
」
を

削
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
及
び
同
条
第

四
項
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
七
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
申
請
に
よ
ら
な
い
土
地
改
良

事
業
）
」
を
付
し
、
同
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
」
を
削
り
、
同
条

に
六
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
次
の
六
項
」
を
「
次
の
二
項
」
に
改
め
、
第
十
五
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
削
り
、
第

十
九
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
二
十
項
中
「
、
第
十
六
項
」
を
削
り
、
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
十
六
項

と
す
る
。 



 

  
 

二

 
第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
の
三
を
第
八
十
八
条
と
し
、
第
八
十
七
条
の
二
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

中
第
八
十
七
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
七
条
の
三 

削
除 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
の
三
を
第
八
十
八
条
と
し
、
第
八
十
七
条
の
二
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
ち
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
八
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
ま
で
」

を
「
第
八
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
九
十
一
条
第
一
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
中
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
（
第
二
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第

三
号
の
事
業
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
担
金
を
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
（
そ
の
地
域
内
に
そ
の
都
道
府
県
営
土
地

改
良
事
業
の
施
行
に
よ
り
農
用
地
へ
の
地
目
変
換
を
予
定
す
る
農
用
地
以
外
の
土
地
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

土
地
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
」
と
い
う
。
）

の
全
て
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
の
協
議
の
結
果
を
取



  
 

三

り
ま
と
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
項
の
区
域
内
に
あ
る
農
用
地
の
利
用
の
集
積
の
促
進
に
つ
い

て
定
め
る
計
画
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地

が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

三 

事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
に
つ
い
て
第
一
号
の
計
画
に
係
る
区
域
に
お
け
る
農
業
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
農
業
者
が
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期

間
以
上
農
業
を
営
む
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

四 

事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
の
集
団
化
そ
の
他
そ
の
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
お
け
る
農

業
構
造
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

五 

事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
の
収
益
性
の
向
上
に
相
当
程
度
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
九
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
九
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
」
の
下
に
「
及
び
」

を
加
え
、
「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
削
り
、
「
行
な
う
」
の
下
に
「
土
地
改
良
事
業
」
を
、
「
行
う
」
の
下
に
「
土
地

改
良
事
業
及
び
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
で
あ
つ
て
、
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
の
う



 

  
 

四

ち
農
地
中
間
管
理
機
構
が
農
地
中
間
管
理
権
（
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
農
地

中
間
管
理
権
を
い
う
。
第
六
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
を

同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
六
項
第
一
号
イ
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
行
う
土
地
改
良
事
業
」
を
「
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
九
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
九
十
二
条
の
二
中
「
第
八
十
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
土
地
改
良
事
業
」
を
「
第
九
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事

業
」
に
、
「
農
地
中
間
管
理
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
て
い
る
」
を
「
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
日

か
ら
第
九
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
八
条
第
十
九
項
及
び
第
二
十
項
」
を
「
第

八
十
八
条
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
」
に
、
「
前
条
」
を
「
第
八
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、
「
、
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
」

に
」
の
下
に
「
、
「
前
条
ま
で
」
を
「
第
八
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
前
条
」
に
」
を
加
え
、
「
第
八
十
八
条
第
十
九
項
中
」
を

「
第
八
十
八
条
第
十
五
項
中
」
に
、
「
同
条
第
二
十
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
「
、
第
十
六
項
」
を
削
り
、
「
前

二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。 



  
 

五

 
第
二
条
の
う
ち
土
地
改
良
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
、
」
を
削
り
、
「
、
第
十

八
項
及
び
第
十
九
項
」
を
「
及
び
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
、
」
を
削
り
、
「
、

第
十
八
項
及
び
第
十
九
項
」
を
「
及
び
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
一
条
中
「
及
び
附
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
を
「
、
附
則
第
七
条
及
び
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
土
地
改
良
法
（
以
下
「
新
土
地
改
良
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
一
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
新
土
地
改
良
法
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
（
土
地
改
良
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
を
い
う
。
）
を
都
道
府
県
が
行
う
べ
き
こ
と
の
申
請
に
係
る
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
（
同
法

第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

附
則
第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
六
条 

削
除 


